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【用語の定義】  

 本要求水準書において、使用する用語は、以下の定義とする。 

 

用 語 定  義 

 事業者  市と事業契約を締結し本事業を実施する民間事業者をいう。 

 空調設備  冷暖房設備のことをいい、室内機、室外機及び配管並びに本事業におい

て整備される冷暖房設備及び換気設備に関する一切の設備のことをい

う。 

 非常用発電設備  非常用発電機及び非常用発電機等に供給するエネルギー源に関する設

備、対象施設（屋内運動場・スポーツセンターの武道館）内電力負荷に

電力を供給する設備のことをいう。ただし、本事業において整備する非

常用発電設備は、消防法又は建築基準法で設置を義務付ける電源に該当

しないものとする。 

 本件工事  空調設備及び非常用発電設備等の設置に係る工事一式をいう。 

 対象施設   空調設備及び非常用発電設備の設置する小中学校 34 校の屋内運動場及

びスポーツセンターの武道館（2 階柔道場・３階剣道場）1 施設をいう。 

 点検  機能状態や消耗の程度等をあらかじめ定めた手順により調べることを

いう。 

 保守  初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的に行う注油、

小部品・消耗品の取替等の軽微な作業をいう。 

 修繕  劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状（初期の水準）又は実

用上支障のない状態まで回復させることをいう。ただし、保守の範囲に

含まれる定期的な小部品・消耗品の取替等は除く。 

 更新  劣化した部位・部材や機器等を新しい物に取り替えることをいう。 

 構成員  本事業を実施するに当たり構成されるグループの各事業者のことをい

う。 
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1. 総則 

 1.1. 本書の位置づけ 

   本書は、宝塚市（以下「市」という。）が、市立小中学校屋内運動場外空調設備等整備事業

（以下「本事業」という。）を実施する事業者の募集・選定に当たり、応募者を対象に交付す

る「募集要項」と一体のものとして、本事業の業務遂行について、事業者に要求する最低限

満たすべき水準を示すものである。 

   なお、本要求水準書における業務水準とは、募集要項、募集要項等に関する質問に対する

回答、本要求水準書、実施方針、実施方針に関する質問に対する回答、事業者提案書類、各

種共通仕様書等及び設計図書に記載の内容及び水準をいい、事業を実施するに当たり満たす

べき水準となる。 

 

 1.2. 基本的事項 

  1.2.1. 本事業の基本的な考え方 

    ア 経済的かつ良好な設備導入及び維持管理 

      空調設備及び非常用発電設備の⾧寿命化、メンテナンスの簡易化・省力化、省エネ

ルギーを考慮したライフサイクルコストの縮減等を考慮した空調設備及び非常用発

電設備の設置及び維持管理を行う。 

    イ 安全で快適な室内環境の実現 

      児童・生徒等が快適に利用できる室内環境を実現する。空調設備及び非常用発電設

備を整備するに当たっては、学校運営に支障をきたさないようにするとともに、児

童・生徒、職員、保護者、施設利用者、近隣住民等の安全に十分配慮する。 

      また、運用に当たっては、教職員等が容易な操作で運転や管理が可能な設備の導入

を行うとともに適切な運用支援を計画し、実施する。 

      なお、小中学校は教育現場であることを踏まえ、施工スケジュールの策定において

は学校運営・行事との調整を十分に図り、施工期間中の児童・生徒及び教職員並び

に保護者等の安全確保に十分配慮する。また、スポーツセンターについても行事と

の調整を十分に図り施設運営に支障がないように十分に配慮すること。 

    ウ 地域の貢献 

      事業実施に伴い、市内企業を積極的に選定し、経済面だけでなく、市内企業への技

術力向上に貢献すること。 

    エ 低廉かつ良質なサービス提供 

      良好で適切な空調設備及び非常用発電設備の性能を維持し、初期費用及び維持管理

費の縮減を十分図ることが可能な設計、維持管理を行う。 

    オ 環境への配慮 

      地球温暖化防止のため、効率的なエネルギ−の利用、リサイクル材の利用等に留意

するとともに、二酸化炭素排出量の削減やフロン類の漏洩量に貢献するよう、設計

段階から維持管理期間まで環境保全に留意すること。また、学校環境、周辺環境に

対する影響を十分考慮した上で必要な措置を講じること。 
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    カ 安定したサービス提供のための事業実施計画 

      事業期間中の安定したサービスの提供を確保するため、収支計画、資金調達等にお

いて、確実な事業実施が可能となる計画とし、想定されるリスクは、あらかじめ十

分な検討を行った上で事業を実施する。また、通常の業務に加え、緊急時にも迅速

かつ適切な対応ができる体制を構築する。 

    キ 事業計画の妥当性（確実な事業実施体制の構築） 

    （ア） 本事業の目的、基本的な考え方を踏まえ、事業計画を作成する。事業収支計画

や資金計画を立てるに当たっては、事業を確実に遂行できる安定性の高い計画

とする。また、設計・施工の費用、維持管理の費用の各費用についてバランス

のとれた計画とする。 

    （イ） 効率的、効果的かつ安定的に事業を遂行できるよう各業務の遂行に適した能力

及び経験を有する企業による確実な実施体制を構築する。 

    （ウ） 事業実施に当たっては、妥当性があり、かつ実施可能なスケジュールを計画す

る。 

    （エ） 実施可能なスケジュールを計画するに当たって、優先的に整備を進める施設に

ついては以下の通り。 

     ・ 優先順位 1 自主避難場所（７ヵ所） 

        光明小・宝塚第一小・宝塚小・安倉小・⾧尾南小・中山五月台中・西谷小 

     ・ 優先順位 2 大規模校（４ヵ所） 

        ⾧尾小・山手台小・売布小・仁川小 

     ・ 優先順位 3 優先順位 1・2 の隣接する施設で効率よく施工できる施設 

    

  1.2.2. 遵守すべき法令等 

 本事業の遂行に際しては、設計及び施工、工事監理、維持管理の各業務の提案内容に

応じて関連する以下の法令、条例、規則、要綱等を遵守し、各種基準、指針等は、本事業

の要求水準と照らし合わせて準拠すること。なお、以下の記載の有無に関わらず、本事

業に必要な法令を遵守すること、 

 なお、適用法令および適用基準は、各業務着手時の最新版を使用すること。 

 

    ア 法令・施行令・施行規則等 

     （ア）計量法 

     （イ）消防法 

     （ウ）労働安全衛生法 

     （エ）労働基準法 

     （オ）電気事業法 

     （カ）騒音規制法 

     （キ）振動規制法 

     （ク）学校保健安全法 

     （ケ）建築基準法 
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     （コ）建築士法 

     （サ）建設業法 

     （シ）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

     （ス）エネルギ−の使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 

     （セ）建築物のエネルギ−消費性能の向上等に関する法律 

     （ソ）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 

     （タ）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

     （チ）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

     （ツ）大気汚染防止法 

     （テ）石綿障害予防規則 

     （ト）フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 

     （ナ）ガス事業法 

     （ニ）高圧ガス保安法 

     （ヌ）液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 

     （ネ）下水道法 

     （ノ）電気設備に関する技術基準を定める省令 

     （ハ）労働者災害補償保険法 

     （ヒ）道路交通法 

     （フ）地方自治法 

     （ヘ）電気工事士法 

     （ホ）景観法 

    イ 条例等 

     （ア）宝塚市建築基準法施行細則 

     （イ）宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例 

     （ウ）宝塚市火災予防条例・規則 

     （エ）宝塚市都市景観条例 

     （オ）宝塚市環境基本条例 

     （カ）宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例 

    ウ 基準・指針等 

     （ア）学校環境衛生基準（文部科学省スポーツ・青少年局⾧通知） 

     （イ）公共建築工事標準仕様書建築工事編 

     （ウ）公共建築工事標準仕様書電気設備工事編 

     （エ）公共建築工事標準仕様書機械設備工事編 

     （オ）建築工事標準詳細図 

     （カ）公共建築設備工事標準図電気設備工事編 

     （キ）公共建築設備工事標準図機械設備工事編 

     （ク）公共建築改修工事標準仕様書建築工事編 

     （ケ）公共建築改修工事標準仕様書電気設備工事編 

     （コ）公共建築改修工事標準仕様書機械設備工事編 
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     （サ）建築設備設計基準 

     （シ）建築設備耐震設計・施工指針 

        （国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研究所監修） 

     （ス）官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 

     （セ）建築工事監理指針 

     （ソ）電気設備工事監理指針 

     （タ）機械設備工事監理指針 

     （チ）建築保全業務共通仕様書 

     （ツ）建築物解体工事共通仕様書 

     （テ）工事写真の撮り方建築編・建築設備編（公共建築協会編） 

     （ト）内線規程（社団法人日本電気協会需要設備専門部会編） 

     （ナ）高圧受電設備規程（社団法人日本電気協会使用設備専門部会編） 

     （ニ）高調波抑制対策技術指針（社団法人日本電気技術基準調査委員会編） 

     （ヌ）LP ガス設備設置基準及び取扱要領（高圧ガス保安協会） 

     （ネ）非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針 

        （有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会） 

     （ノ）建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏洩防止 

        対策徹底マニュアル（環境省水・大気環境局大気環境課） 

     （ハ）官庁営繕の技術基準（国土交通省 HP） 

 

   1.2.3. 事業実施スケジュール 

    本事業の実施に関するスケジュールを次に示す。 

    

事業契約締結 令和 6 年（2024 年）12 月（予定） 

設計・施工期間 事業契約締結日～令和 8 年（2026 年）3 月 31 日（約 1 年 3 ケ月） 

維持管理期間 令和 8 年（2026 年）4 月 1 日～令和 23 年（2041 年）3 月 31 日 

（約 15 年） 

   ※ただし、先行して引き渡しをした施設については、維持管理期間を引き渡し日～令和    

23 年（2041 年）3 月 31 日とする。 

   

   1.2.4. 対象施設 

    空調設備の設置対象施設は次の表のとおりとする。 

    （1）小学校 

小
学
校 

No. 施設名 所在地 都市ガス引き

込み 

1 良元小学校 宝塚市小林５丁目２番４２号 有 

2 宝塚第一小学校 宝塚市野上１丁目３番３５号 有 

3 小浜小学校 宝塚市小浜４丁目７番１０号 有 

4 宝塚小学校 宝塚市川面１丁目７番３４号 有 
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5 長尾小学校 宝塚市山本東１丁目１０番１０号 有 

6 西谷小学校 宝塚市大原野字石保３４番地の１ 無 

7 仁川小学校 宝塚市仁川宮西町１番２５号 有 

8 売布小学校 宝塚市売布ガ丘１番２０号 有 

9 長尾南小学校 宝塚市山本南２丁目１０番１号 有 

10 末成小学校 宝塚市末成町１番１号 有 

11 安倉小学校 宝塚市安倉中６丁目１番１号 有 

12 長尾台小学校 宝塚市長尾台１丁目１番１号 有 

13 逆瀬台小学校 宝塚市逆瀬台６丁目１番１号 有 

14 美座小学校 宝塚市美座２丁目６番１号 有 

15 光明小学校 宝塚市光明町８番４０号 有 

16 末広小学校 宝塚市末広町３番１号 有 

17 丸橋小学校 宝塚市山本丸橋４丁目１３番１号 有 

18 高司小学校 宝塚市高司４丁目４番５５号 有 

19 安倉北小学校 宝塚市安倉北５丁目１番１号 有 

20 すみれガ丘小学校 宝塚市すみれガ丘１丁目５番１号 有 

21 山手台小学校 宝塚市山手台西３丁目１番１号 有 

22 中山台小学校 宝塚市中山桜台４丁目２５番１号 有 

 

（2）中学校 

中
学
校 

No. 施設名 所在地 都市ガス引き

込み 

1 宝塚第一中学校 宝塚市仁川うぐいす台１番１号 有 

2 宝塚中学校 宝塚市美座１丁目１番２０号 有 

3 長尾中学校 宝塚市長尾町７番１号 有 

4 西谷中学校 宝塚市大原野字石保４６番地 無 

5 宝梅中学校 宝塚市宝梅３丁目４番２０号 有 

6 高司中学校 宝塚市高司２丁目３番１号 有 

7 南ひばりガ丘中学校 宝塚市南ひばりガ丘２丁目７番１号 有 

8 安倉中学校 宝塚市安倉中６丁目３番１号 有 

9 中山五月台中学校 宝塚市中山五月台４丁目２０番１号 有 

10 御殿山中学校 宝塚市御殿山１丁目３番１号 有 

11 光ガ丘中学校 宝塚市光ガ丘２丁目１５番１号 有 

12 山手台中学校 宝塚市山手台西１丁目４番１号 有 
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   （3）武道館 

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

No. 施設名 所在地 都市ガス引き

込み 

1 
武道場（柔道場・剣道

場） 
宝塚市小浜 1 丁目 1 番 11 号 有 

 ※市は、本事業とは別途、一部対象施設の同一敷地内において改修事業・修繕事業（外壁改修、

屋上防水及びに内装改修工事など）を計画している。現時点における計画は貸与資料に示す。 

事業者は、設計内容や施工工程等について、当該改修事業・修繕事業との必要な調整を行い、

工夫して対応すること。 

 ※対象施設の形状、対象施設周りの現状の状況及び地盤の高さについては、貸与する図面等の

資料だけでなく、必ず現地も確認すること。 

 

 1.3. 業務実施体制 

  1.3.1. 責任者の配置 

    ア 本事業を実施するにあたり事業者は、本事業の全体の業務状況を総合的に管理し、

各業務間の相互調整を適切に実施するため、市との連絡窓口となり、設計業務及び

施工業務、工事監理業務、維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う総括責

任者を事業期間にわたり 1 人定めて配置すること。総括責任者は原則として代表企

業に在籍するものとする。また、各報告及び提出は、各責任者確認のうえ、総括責

任者が市へ行うこと。 

    イ 事業者は、本事業における設計業務を掌握し、設計関係者を指揮監督する設計責任

者を配置すること。 

    ウ 事業者は、本事業における施工業務を掌握し、施工関係者を指揮監督する施工責任

者を配置すること。 

    エ 事業者は、本事業における工事監理業務を掌握し、工事監理関係者を指揮監督する

工事監理責任者を配置すること。 

    オ 事業者は、本事業における維持管理業務全般を掌握し、維持管理関係者を指揮監督

する維持管理責任者を配置すること。当該責任者は常駐の必要はないが、事故等の

発生時には速やかに連絡が取れる体制を構築すること。 

    カ 総括責任者、設計責任者、施工責任者、工事監理責任者、維持管理責任者を事業者

が変更する場合、もしくは、市が著しく不適当とみなした場合、事業者は速やかに

適切な措置を講じ、市の承諾を得ること。 

 

  1.3.2. セルフモニタリングの実施 

    ア 各業務が要求水準を充足していることを客観的に確認するセルフモニタリングの仕

組みを導入すること。 

    イ セルフモニタリングの結果を各業務の内容に反映するなど、サービスの質の維持、

向上につなげる仕組みを構築すること。 
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 1.4. 業務範囲 

  1.4.1. 設計業務 

    ア 空調設備の業務設計 

    イ その他、付随する業務 

  1.4.2. 施工業務 

    ア 空調設備の施工業務 

    イ その他、付随する業務 

  1.4.3. 工事監理業務 

    ア 空調設備の工事監理業務 

    イ その他、付随する業務 

 

  1.4.4. 維持管理業務 

    ア 空調設備の維持監理業務 

    イ その他、付随する業務 

 

 1.5. 事業計画書等の作成及び提出 

   事業者は、本事業に関係するすべての業務について計画を記載した事業計画書、及びセル

フモニタリングについての計画を記載したセルフモニタリング計画書を作成し、事業契約締

結後速やかに市に提出し確認を受けること。 

 

 1.6. 市貸与資料の取り扱い 

   ア 市が貸与する対象施設の図面等の資料は、一般公表することを前提としていない情報

であるため、関係者以外配布禁止とし、取り扱いに注意すること。 

   イ 事業者は、貸与された資料等を本事業に係る業務以外で使用しないこと。また、不要

になった場合には、速やかに返却すること。 

   ウ 貸与した資料等を複写等した場合には、内容が読み取られないように処理したうえ、

事業終了までにすべて廃棄すること。 

 

 1.7. 事業期間終了時の措置 

   事業者は、事業期間終了後も「6.空調設備の機能及び性能に関する要求水準」に示す空調設

備の機能及び性能を確保するため、事業最終年度の空調設備の運用期間中に一斉点検（エネ

ルギ−性能、劣化状況等のデータ把握・分析・検証等）を行うこと。また、事業期間終了後に

おける継続運用に向けた機能及び性能を確保するため、事業期間終了の 3 年前までに事業期

間終了後 5 年間の維持管理・修繕計画を策定し、事業期間終了後における空調設備の運用や

修繕等に対する提案（維持管理・修繕及び更新内容やスケジュール、概算費用など）を行う

こと。なお、事業終了後 5 年間に発生する費用等は本事業から除くものとする。 

 

 

 



8 

 

2. 設計業務に関する要求水準 

 2.1. 対象業務 

   事業者は、設計業務として、次の業務を実施すること。 

    ア 空調設備の設計業務 

    イ その他、付随する業務 

 

 2.2. 設計業務実施体制 

   事業者は、設計業務を遂行するにあたって、以下に示す有資格者等を設計責任者（「1.3.1.

責任者の配置」に示す設計責任者に同じ。また、設計責任者は実施方針に示す管理技術者に

同じ。）及び設計担当者として配置し、設計責任者・設計担当者の通知書を作成して市の承諾

を得ること。設計責任者と設計担当者を兼ねることは可とする。 

   なお、設計業務の履行期間中において、設計責任者もしくは設計担当者を事業者が変更す

る場合もしくは、市が著しく不適当とみなした場合、事業者は、速やかに適正な措置を講じ、

市の承諾を得ること。 

 

  2.2.1. 設計責任者 

    ア 設備設計一級建築士、建築設備士のいずれかの資格を有していること。 

    イ 電気設備・機械設備・建築工事の設計趣旨・内容を総括的に反映でき、現場で生じ

る各種課題や市からの求めに対し、的確な意思決定ができること。 

 

  2.2.2. 設計担当者 

   （1）電気設備設計者 

    以下のいずれかに該当すること。 

    ア 建築士または建築設備士で３年以上の電気設備設計の実務経験を有する者 

    イ 一級電気工事施工管理技士資格取得後 3 年以上の電気設備設計の実務経験を有する者 

    ウ 電気主任技術者資格取得後 3 年以上の電気設備設計の実務経験を有する者 

    エ 大学（専門課程）卒業後 5 年以上の電気設備設計の実務経験を有する者 

    オ 高等学校（専門課程）卒業後 8 年以上の電気設備設計の実務経験を有する者 

    カ 上記のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者 

  

   （2）機械設備設計者 

    以下のいずれかに該当すること。 

    ア 建築士または建築設備士で３年以上の空調設備設計の実務経験を有する者 

    イ 一級管工事施工管理技士資格取得後 3 年以上の空調設備設計の実務経験を有する者 

    ウ 空気調和・衛生工学会の設備士資格取得後 3 年以上の空調設備設計の実務経験を有

する者 

    エ 大学（専門課程）卒業後 5 年以上の空調設備設計の実務経験を有する者 

    オ 高等学校（専門課程）卒業後 8 年以上の空調設備設計の実務経験を有する者 

    カ 上記のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者 
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 2.2. 業務の要求水準 

  2.3.1. 空調設備の設計業務 

   （1）一般的要件 

    ア 設計内容について業務計画書に基づき、月に 1 回以上市と課題事項等を協議すると

ともに進捗状況等を報告し、適宜打ち合わせ議事録を作成して相互に確認すること。 

    イ 書類・図書等の提出に不備、不足がないことを確認するとともに、本要求水準書及

び事業提案書にて定めた性能基準を満足していることを確認したことを示す、提出

状況・要求性能確認書を業務ごとに作成し、事前に市に提出して確認を得ること。 

    ウ 現場・現物・状況を必ず確認し、それらと相違の無い設計を行うこと。 

    エ アスベストの含有について不明な箇所は、原則としてアスベストが使用されている

ものとみなして事前調査等を行う計画とすること。 

 

   （2）業務関連資料の作成 

    「7.提出書類」に示す。 

 

   2.3.2. その他、付随業務 

    （1）事前調査業務 

     ア 設計業務着手前に業務期間中における手戻りが発生しないよう、現地調査を適切

に実施し、室外機置場や室内機の設置位置等に関して、市及び対象施設と十分協

議すること。 

     イ 現地調査実施にあたり、事前に調査スケジュールや調査体制等を明記した調査計

画書を作成し、市及び対象施設に提出すること。 

     ウ 事前調査により空調設備設置に支障をきたす状況が確認できた場合、事業者は市

に報告し協議を行うこと。 

 

    （2）各種関係機関との調整業務 

     ア 対象施設に対し、現地調査の説明、設計及び運用方法の説明など必要な調整業務

を行うこと。 

     イ 電気事業者、電気保安管理業務受託者、ガス事業者に対して必要な調整業務を行

うこと。 

 

    （3）申請業務 

      空調設備設計業務にあたり必要となる各種許可申請、届出等がある場合は、事業者

の責任において、適切に許可申請、届出を実施すること。当該許可申請書等に要する

費用は事業者の負担とする。 

 

    （4）検査業務 

     ア 事業者は、対象施設ごとに、設計業務を受託する企業による自主検査を実施させ、

検査結果の報告を受けること。 
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     イ 事業者は、上記の自主検査完了後、対象施設ごとに設計図の完了検査を行い、速

やかに検査結果を市に報告すること。 

     ウ 事業者は、上記の完了検査を実施後、施工業務に着手する前までに、市の完了確

認検査を受けること。その際、完了確認検査を円滑に実施するために、対象施設

ごとに設計概要説明書を作成し、これをもって市に設計概要を説明すること。な

お、設計責任者が市の完了検査の立会い及び設計概要の説明を行うものとし、完

了確認検査の指摘事項は施工業務の着手前までに修正を完了させること。 

 

3. 施工業務に関する要求水準 

 3.1. 対象業務 

  事業者は、施工業務として、次の業務を実施すること。 

     ア 空調設備の施工業務 

     イ その他、付随する業務 

  

 3.2. 施工業務実施体制 

   事業者は、施工業務を遂行するにあたって、以下に示す有資格者等を施工責任者（「1.3.1.

責任者の配置」に示す施工責任者に同じ。）及び施工担当者として適切に配置し、施工責任者・

施工担当者の通知書を作成して市の承諾を得ること。施工責任者と施工担当者を兼ねること

を不可とする。 

   なお、施工業務の履行期間中において、施工責任者もしくは施工担当者を事業者が変更す

る場合もしくは、市が著しく不適当と認めた場合、事業者は適正な措置を講じ、市の承諾を

得ること。 

 

  3.2.1. 施工責任者 

     ア 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 26 条第 2 項に規定する監理技術者である

こと。  

     イ 専任であること。 

     ウ 現場で生じる各種課題や市からの求めに対し、的確な意思決定ができること。 

 

  3.2.2. 施工担当者 

     ア 建設業法第 26 条第 1 項に規定する主任技術者であること。 

     イ 施工期間中の児童生徒及び教職員並びに保護者等の安全確保、対象施設のセキュ

リティの確保、施工スケジュールの管理、工事作業員の安全管理、対象施設との

調整や定期的な報告、企業間の調整等を統括管理すること。 

     ウ 業務に支障のないよう適切な人員を配置すること。また、施工担当者は本事業に

おいて現場の兼任を可とするが、その責任を明確にしておくこと。 
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 3.3. 業務の要求水準 

  3.3.1. 空調設備の施工業務 

   （1）一般的要件 

    ア 施工期間中は、児童・生徒及び教職員、保護者等の安全確保を最優先とし、必要に

応じて仮囲い等により安全対策を講じること。また、教育現場であることに配慮し、

作業員に対して指導を行うなど、良好な教育環境を確保すること。 

    イ 施工期間中は、工事の施工に伴う事故及び災害の防止に努めること。 

    ウ 火気を使用する作業を実施する際は、火気取扱いに十分注意するとともに、作業場

の養生、消火設備の設置等、火災防止の徹底を図ること。 

    エ 施工期間中に対象施設の器物や掲示物等を破損しないように十分注意すること。万

が一、破損事故等が発生した場合は、速やかに市及び対象施設に連絡し、指示に従

うこと。 

    オ 重機を用いる大型機器の搬入作業や電気設備の改修等に伴う停電作業等の学校教育

活動や学校周辺地域に著しく影響する作業については、本件工事の着手前に市及び

対象施設と協議すること。 

    カ 教育負荷の低減に貢献するよう、施工期間中の廃棄物の削減等に配慮するとともに

再生資源の積極的活用に努めること。 

    キ 施工内容について、施工業務計画書に基づき定期的に市と課題事項等を協議すると

ともに進捗状況等を報告し、適宜打ち合わせ議事録を作成して相互に確認すること。 

    ク 書類・図書等の提出に不備、不足がないことを確認するとともに、記載内容が本要

求水準書及び業務提案書にて定めた性能基準を満足いていることを確認したことを

示す提出状況・要求性能確認書を業務ごとに作成し、事前に市に提出して確認を得

ること。 

    ケ 本事業で導入した空調設備には、既存の設備と区別するために明確な標示を行うこ

と。 

    コ 施工業務の遂行にあたって、設計時に想定していなかったアスベストが発見された

場合は、市に報告するとともに、対応について協議すること。なお、当該アスベス

トの調査・処理及びその費用については事業者の負担とする。 

 

   （2）業務関連資料の作成 

    「7.提出書類」に示す。 

 

   （3）工事用電力、水道、ガス等 

    ア 試運転調整に要する光熱水費は無償で使用できることとする。施工業務に伴う光熱

水費についても、原則、無償で使用できることとする。ただし、100Ｖのコンセント

使用は現場調査の上、市と協議を行うものとし、漏電防止機能付きコンセントを使

用すること。また、同時使用は 1.5kＷ以下とし、200Ｖの使用は認めない。 

    イ 既設照明の使用は必要最低限な範囲とし、こまめに消灯する等、節電を心掛けるこ

と。また、電動工具等の充電は事前に実施してくること。 
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    ウ 電気保安管理業務受託者の立会に要する費用等は、自己の費用及び責任において調

達すること。 

 

   （4）現場作業日・作業時間 

    ア 現場作業日、現場作業時間は授業等の影響のない範囲とし、原則としてイ・ウによ

る。なお、事前に市及び対象校と十分に協議すること。（スポーツセンターの武道館

については、市との協議による。） 

    イ 小中学校における現場作業日は、夏季・冬季・春季の休校日を中心とする。 

    ウ 小中学校における現場作業時間は、8 時 30 分から 17 時までとする。 

    エ 小中学校における夏季・冬季・春季の休業日以外の土曜日、日曜日、祝日、対象校

が定める休校日、平日の体育館の使用の無い時間、平日の放課後及び夜間の作業は、

市及び対象施設が承諾した場合、この限りでない。 

    オ 現場作業日・作業時間によらず、大きな騒音、振動を伴う作業を実施する際は、事

前に市及び対象施設と協議すること。 

    カ 諸官庁検査等、やむ得ない事由により、平日の授業時間帯に現場作業等が必要とな

る場合は、事前に市及び対象施設と協議すること。 

    キ 事前に市及び対象施設と協議し、登下校のピーク時に工事関係者の通行、工事車両

の運行を行わないこと。 

   

   （5）工事現場の管理 

    ア 建設業法等に規定されている現場標識を適切な場所に掲示すること。 

    イ 施工期間中、常に工事日報等を整備された状態とすること。 

    ウ 対象校敷地内に現場事務所及び作業員詰所等を設営することは原則不可とする。 

作業員の休憩場所等が必要な場合は、事前に市及び対象施設と協議すること。 

    エ 対象施設敷地内及び対象施設周辺での喫煙は禁止とする。（スポーツセンター武道館

敷地内では協議により、喫煙場所を決定する。） 

    オ 対象校敷地内での飲食は許可するが、原則、休憩場所、工事用車両内等の学校教育 

活動等への支障をきたさない場所とする。（スポーツセンター武道館においては協議に 

より決定する。） 

    カ 工事用車両の駐車場及び資材置場等は、原則、対象施設敷地内の空きスペースを無 

償で使用可能とするが、位置を明らかにしたうえで、事前に市及び対象施設と協議す

ること。また、バリケード等にて仮囲いすること。 

    キ 工事用車両は交通ルールを厳守し、対象施設敷地内及び工事ルートにおいて、交通 

事故、交通障害等が発生しないように十分留意すること。 

    ク 施工期間中、対象敷地内で使用を許可された場所等の管理は、事業者の責任にて適 

正に行い、施工期間終了時は原状復旧すること。また、工事期間中においても、学校

運営に支障のないよう、必要に応じて原状復旧を行うこと。 

    ケ 車両の通行が禁止されている道路において、工事用車両を通行させる場合は、警察 

署の許可を得ること。 
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     （6）試運転調整 

       実施した施設については、空調設備供用開始前に、以下の試運転調整を実施する

こと。また、試運転調整記録を作成し、市に提出して確認を得ること。なお、暖房運

転時期に実施した施設は、実施後一回目の夏日に冷房運転の試運転調整を行い、試

運転調整結果が要求水準や提案水準、メーカー基準値等の判定基準を満足していな

い場合は、適正な是正処置を講じること。 

      ア 室外機 

       ・製造過程や工事が原因で室外機が故障していないことを確認するため、全台数

の騒音値を測定し、メーカー基準値を満足していることを確認すること。なお、

騒音測定は、室内設定温度を変更するなどして試験的に定格運転に近い運転状

態を作り出して、メーカーが定める方法にて実施すること。 

      イ 室内機 

       ・製造過程や工事が原因で室内機が故障していないことを確認するため、全台数

の騒音値を測定し、メーカー基準値を満足していることを確認すること。なお、

騒音測定は、室内機の運転状態が強運転時に測定することとし、メーカーが定

める方法で実施すること。また、騒音測定では、騒音値の測定以外に、異常な

機械音等がないことを確認すること。 

       ・製造過程や工事が原因で室内機が故障していないことを確認するため、全台数

の風量を測定し、メーカー基準値を満足していることを確認すること。なお、

風量測定は、室内機の運転状態が強運転時に測定すること。 

       ・製造過程や工事が原因で室内機に内蔵されているサーモが故障していないこと

を確認するため、全台数の吸込温度及び吹出温度を測定し、メーカー基準値を

満足していることを確認すること。なお、吸込温度及び吹出温度は、メーカー

の定める方法にて実施すること。 

       ・室内機の設置台数及び設置位置を考慮し、不快な冷感を与えないよう施設内の

気流に配慮し、空調設備の風向を適切に調整すること。 

      ウ リモコン類 

       ・製造過程や工事が原因で個別リモコンや有料収納機等が故障していないことを

確認するため、各機能（運転、停止、温度、風量、タイマー設定機能等）が正常

に作動することを確認すること。 

      エ 屋内環境 

       ・空調設備が正常に運転し、対象施設が適正に空調されていることを確認するた

め、空調設備運転時における室内の乾球温度を測定し、冷房時で乾球温度が

27℃未満（暖房時の基準は市と事業者が協議のうえ決定するものとする。）に空

調されることを確認すること。なお、乾球温度の測定は、原則、学校環境衛生

基準に定める方法にて実施することとするが、測定場所は対象施設の適当な場

所９か所以上（測定点は高さ 1.2ｍで、点同士の距離は 5ｍ以上離すこと。）と

する。なお、乾球温度の測定は、12 時～14 時までの間の 1 時間で計測し、平均
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室内温度を算出すること。また、測定時間中の外気状態を参考に確認するため、

同様の測定時間で外気温度を計測し、平均外気温度を算出すること。室内設定

温度は、測定期間中に空調設備が継続して運転される温度とし、参考として記

録すること。 

      オ その他 

       ・上記に限らず、性能確認及び動作確認等が必要となる項目について、試運転調

整を実施すること。また、性能確認及び動作確認等が必要となる設備を導入す

る場合も同様に、試運転調整を実施すること。 

 

     （7） 空調設備の取扱い説明 

        事業者は、空調設備供給開始前に空調設備の運用マニュアルを作成し、対象施

設関係者が容易に空調設備を操作でき、光熱水費の削減、環境負荷低減の意識付

けが図れるよう、対象施設ごとに説明を行うこと。 

 

  3.3.2. その他、付随業務 

  （1）工事着手前に現地調査を実施し、学校教育活動等への支障をきたさない施工計画を策定

すること。 

  （2）各種関係機関との調整業務 

    ア 都市ガスの供給に関する工事を実施する場合は、必要に応じて本件工事の着手前に

ガス事業者と協議し、その結果を市及び対象施設に報告すること。なお、当該工事

に伴いガス事業者負担（敷地外工事になる本管延⾧、本管からの供給管の分岐、増

径等）外の費用は事業者の負担となる。 

    イ 工事期間中に自動火災報知設備等が支障となる場合は、本件工事の着手前にガス事

業者と協議し、その結果を市及び対象施設に報告するとともに必要な措置を講じる

こと。なお、当該工事に伴い発生する費用は事業者負担とする。 

    ウ 工事期間中に機械警備システムが支障となる場合は、本件工事の着手前に市、対象

施設及び市が委託する警備管理業者と協議し、その結果について市及び対象施設に

報告を行い、必要な措置を講じること。なお、当該工事で機械設備システムに係る

調整及び工事は、市が委託する警備管理業者が実施することとし、発生する費用は

事業者が負担すること。 

    エ その他、工事期間中に支障となる設備、システム等がある場合は、本件工事の着手

前に市及び対象施設と協議し、必要な措置を講じること。なお、当該工事に伴い発

生する費用は事業者負担とすること。 

    オ 事業者は、本事業に伴い諸官庁検査を要する工事が発生した場合は、必要に応じて

検査に立ち会うこと。また、検査対象企業が作成する検査記録を含めた諸官庁届出

書類を確認し、検査結果を市に報告すること。 

    カ 本件工事期間中に対象施設の敷地内において、市が発注する他案件の工事や作業等

が発生した場合、互いに事業を円滑に進めるよう、市を通じて別途工事等の受注者

と十分調整を行う。 
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    キ 各種関係機関との調整において、市の協力が必要な場合、市は必要に応じこれに協

力する。 

    ク 工事に先立ち、必要に応じて市民等に周知するための工事案内文を作成し、市に提

出すること。また、市の要請に応じて、その他説明資料の作成等に協力すること。 

    ケ 工事に先立ち、必要に応じて工事案内文を近隣住民等への配布すること。配布する

範囲は、原則として対象施設の敷地に沿って建っている住宅等とするが、事前に市

及び対象施設と協議すること。 

    コ 事業者の責任及び費用において、施工業務遂行による近隣住民の生活環境が受ける

影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施すること。また、近隣からの苦情等

については、事業者の責任において、事業者を窓口として、適切に対処すること。 

    サ 電気事業者、電気保安管理業務受託者、ガス事業者等に対して、施工時に必要な調

整業務を行うこと。 

 

   （3）申請業務 

    ア 空調設備工事にあたり必要となる各種許可申請、届出等がある場合は、事業者の責

任において、適切に許可申請、届出を実施すること。 

 

   （4）検査業務 

    ア 事業者は、空調設備供用開始に向けて、施工業務を受託する企業による試運転調整

記録を確認後、速やかに供給開始前検査を行い、検査結果を市に報告すること。な

お、供給開始前検査では、残工事内容を抽出するとともに、品質面及び安全面から

も空調設備供用開始できる状態であることを確認し、検査記録をまとめて市に報告

すること。供用開始前検査記録の報告をした後、市と空調設備の使用に関する取り

決めを行い、市はこれに先立って空調設備を使用できるものとする。 

    イ 事業者は、対象施設ごとに、工事完了後速やかに施工業務を受託する企業による自

主検査を実施させ、検査結果の報告を受けること。 

    ウ 事業者は、上記の自主検査及び工事監理業務を受託する企業による監理者検査完了

後、対象施設ごとに完成検査を行い、検査結果を市に報告すること。なお、市は必

要に応じて事業者の完成検査に立ち会うことができる。 

    エ 事業者は、上記の完成検査を実施後、空調設備引渡日までに市の引渡し検査を受け

ること。なお、引渡し検査の指摘事項は、空調設備引渡日までに是正工事を完了さ

せ、是正報告書を書面にて市に提出して確認を得ること。 

 

4. 工事監理業務に関する要求水準 

 4.1. 対象業務 

  事業者は、工事監理業務として、次の業務を実施すること。 

    ア 空調設備の工事監理業務 

    イ その他、付随する業務 

 4.2. 工事監理業務実施体制 
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  事業者は、工事監理業務を遂行するにあたって、以下に示す有資格者等を工事監理責任者

（「1.3.1.責任者の配置」に示す工事監理責任者に同じ。）及び工事監理者を事業者が変更する

場合もしくは、市が著しく不適当とみなした場合、事業者は、速やかに適正な措置を講じ、

市の承諾を得ること。工事監理の業務を行う企業は、本事業における対象施設の施工業務を

担当した企業であってはならず、また、これらの企業と相互に資本面若しくは人事面におい

て関連のある企業であってはならない。 

 

  4.2.1. 工事監理責任者 

     ア 設備設計一級建築士、建築設備士のいずれかの資格を有していること。 

     イ 電気設備・機械設備・建築工事の設計趣旨・内容を総括的に把握でき、現場で生

じる各種課題や市からの求めに対し、的確な意思決定ができること。 

     ウ 本事業における対象施設の施工業務の施工責任者が、対象施設の工事監理責任者

になることはできない。 

 

  4.2.2. 工事監理者 

     ア 設備設計一級建築士、建築設備士のいずれかの資格を有していることが望ましい。 

     イ 電気設備・機械設備・建築工事に係る内容を総括的に把握でき、また試験・立ち

合い・確認・審査・協議等ができること。 

 

 4.3. 業務の要求水準 

  4.3.1. 空調設備の工事監理業務 

   （1）一般的要件 

     ア 工事監理は平成 31 年国土交通省告示第 98 号別添一.2 工事監理に関する標準業務

及びその他の標準業務の内容とする。 

     イ 業務の進捗に合わせて必要な書類を提出させ、審査を行い、検討及び確認をする

とともに、必要に応じて指導、指示、是正勧告を行うこと。 

     ウ 工事監理内容について、業務計画書に基づき定期的に市と課題事項等を協議する

とともに、進捗状況等を報告し、適宜打ち合わせ議事録を作成して相互に確認す

ること。 

     エ 書類・図書等の提出に不備、不足がないことを確認するとともに、記載内容が本

要求水準書にて定めた性能基準及び事業者提案内容を満足していることを確認し

たことを示す、提出状況・要求性能確認書を業務段階ごとに作成し、事前に市に

提出して確認を得ること。 

 

   （2）業務関連資料の作成 

      「7.提出書類」に示す。 

 

 

  4.3.2. その他、付随業務 
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   （1）申請業務 

     空調設備工事にあたり必要となる各種許可申請書、届出等がある場合は、事業者の責

任において、適切に許可申請、届出を実施すること。 

   （2）検査業務 

     事業者は、対象施設ごとに、施工業務を受託する企業による自主検査完了後速やかに

工事監理業務を受託する企業による監理者検査を実施させ、検査結果の報告を受け市に

報告をすること。 

 

5. 維持管理業務に関する要求水準 

 5.1. 対象業務 

  事業者は、維持管理業務として、次の業務を実施すること。 

    ア 空調設備の維持管理業務 

    イ その他、付随する業務 

  

 5.2. 維持管理業務実施体制 

  事業者は、維持管理業務を遂行するにあたって、以下に示す有資格者等を維持管理責任者

（「1.3.1.責任者の配置」に示す維持管理責任者に同じ。）及び維持管理担当者として配置し、

維持管理責任者・維持管理担当者の通知書を作成して市の承諾を得ること。維持管理責任者

と維持管理担当者を兼ねることは可とする。 

  なお、維持管理業務の履行期間中において、維持管理責任者もしくは維持管理担当者を事業

者が変更する場合もしくは、市が著しく不適当とみなした場合、事業者は、速やかに適正

な措置を講じ、市の承諾を得ること。 

 

  5.2.1. 維持管理責任者 

    ア 維持管理業務を行うにあたって、選択した設置機器での運用に必要となる資格（例：

空調設備の容量等により、第一種又は第二種冷媒フロン類取扱技術者）を有してい

ていること。 

    イ 現場で生じる各種課題や市からの求めに対し、的確な意思決定ができること。 

 

  5.2.2. 維持管理担当者 

    ア 維持管理業務を行うにあたって、選択した設置機器での運用に必要となる資格（例：

空調設備の容量等により、第一種又は第二種冷媒フロン類取扱技術者）を持つ者も

人員に含め、適正に配置できること。 

 

 5.3.業務の要求水準 

  5.3.1. 空調設備の維持管理業務 

   （1）一般的要件 

    ア 事業者は、本事業において空調設備を整備した室内の温熱環境が良好となるよう維

持管理業務を行うこと。 
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    イ 事業者及び維持管理を受託する企業は、対象施設から業務の実施に関する要望を受

けた場合、速やかに対応判断等について事業者が取りまとめ市に報告し、対応を協

議すること。 

    ウ 維持管理業務に当たって対象施設に立ち入る際は、名札等を着用し容易に識別でき

るようにすること。 

    エ 空調設備の稼働に必要な光熱水費の費用は市が負担する。 

    オ 維持管理期間において本要求水準書にて定めた性能基準及び事業者提案内容が満た

されてない場合は、早急に改善策を検討し、市及び対象施設の指示に基づき、改善

すること。また、性能基準を超えたことに起因する光熱水費は、事業者の負担とす

る。 

    カ 書類・図書等の提出に不備、不足がないことを確認するとともに、記載内容が本要

求水準書に定めた性能基準及び事業者提案内容を満足していることを確認したこと

を示す、提出状況・要求性能確認書を業務段階ごとに作成し、市に提出して確認を

得ること。 

 

   （2）業務関連資料の作成 

    「7.提出書類」に示す。 

 

   （3）性能基準 

     ア 空調設備の時間あたり燃料消費量（以下「燃費」という。）は対象施設別に検証す

ること。 

     イ 対象施設別の実燃費が、基準燃費を超えないように維持管理を行うこと。なお、

実燃費が、基準燃費を超えた場合、事業者は不具合調査報告書にて、その原因を報

告すること。 

     ウ 空調設備の性能を確認するため、以下に記載する内容を計測、確認し、記録する

こと。 

     ・ガスエネルギー及び電気エネルギー消費量（空調運転に係る消費分） 

     ・室内機別の時刻別運転時間 

     ・室内機別の室内温度 

      ※室内温度の計測が困難な場合は、室内機の吸込温度を代用することも可能とする。 

     ・宝塚市（気象協会の解析情報）における 1 時間ごとの外気温度 

      

   （4）保守点検 

     ア 事業者は、毎年、市または対象施設が要望する日程で、納入したメーカーが定め

る定期点検と、その他必要な項目の点検を実施すること。ただし、受変電設備の

保守管理業務は含まない。 

     イ 点検により、摩耗劣化部品や不具合個所を早期に発見し、事故及び故障等を未然

に防ぐことに努めること。 

     ウ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号）
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が定める定期点検等（簡易点検含む）を行うこと。 

     エ フィルター清掃等は原則 2 回、空調設備稼働前に実施すること。また、状況に応

じて空調設備の性能及び室内環境の維持に必要な回数を実施すること。なお、著

しい劣化による空調設備性能の低下が懸念される場合は、事業者の費用負担によ

り、フィルターを交換すること。事業最終年度に現状の空調設備状況及び今後保

全にために必要となる資料の整備を行い、市に提出すること。この提出書類は、

「1.7.事業期間終了時の措置」に記載の資料と兼ねることも可とする。なお、必要

となる資料の内容については、事前に市と協議すること。 

 

   （5）苦情・故障対応 

     ア 市及び対象施設から空調設備使用に起因する、対象施設の使用環境に関する苦情

（運転不良、騒音、温熱環境不良等）及び機器の故障等による不具合発生の連絡

があった際は、速やかに原因を調査し、原因と改善方法等を市及び対象施設に報

告すること。 

     イ 機器の故障等による不具合発生時及び要求水準未達が発生した場合、速やかに改

善工事を実施すること。なお、当該改善工事に要する費用は原則として事業者の

負担とする。 

     ウ 改善工事は、設計業務、施工業務、工事監理業務で規定する要件と同等の要件を

満足すると認められる体制、資格を有する者等が実施すること。また、必要に応

じて市の立会による確認を受けること。 

     エ 市及び対象施設からの問い合わせ・照会等には、平日の 9 時から 17 時 30 分は対

応可能な体制とすること。ただし、非常時は常時連絡を受けられる体制とするこ

と。 

     オ 事故・火災等による非常時及び緊急時の対応について、事業者はあらかじめ市及

び対象施設と協議し、維持管理業務計画書及び維持管理年次業務計画書に記載す

ること。 

     カ 受付・対応記録は取りまとめて報告すること。 

 

   （6）助言 

     ア 市または対象施設から空調設備の取扱い方法及び操作方法等について質問を受け

た場合は、適切に説明及び助言を行うこと。 

     イ 対象施設ごとの「エネルギー消費量」、「室内機別の運転時間」、「室内機別の室内

温度」の計測データを半期業務報告書として市に提出すること。計測結果に基づ

き、省エネルギーの推進や空調設備の効率的な運用の改善の余地がある対象施設

がある場合は、市に助言を行うこと。 

     ウ 電力及びガスの自由化が導入されたため、事業者は、事業期間中、エネルギーコ

スト削減を図るため、市に対して熱源業者の契約等について提案すること。 
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  5.3.2. その他、付随業務 

  （1）事前調査業務 

    維持管理業務着手前に現地調査を実施し、学校教育活動等への支障をきたさない業務計

画を策定すること。 

   

  （2）各種関係機関との調整業務 

    維持管理業務の中で必要に応じて、電気事業者、電気保安管理業務受託者、ガス事業者、

近隣等と協議・調整を実施し、その結果を市に報告すること。 

 

  （3）申請業務 

    空調設備の維持管理にあたり必要となる各種許可申請、届出等がある場合は、事業者の

責任において、適切に許可申請、届出を実施すること。 

 

6. 空調設備の機能及び性能に関する要求水準 

 6.1. 共通事項 

     ア 維持管理期間中、空調設備を使用する期間（夏季）において、空調設備稼働時は

原則、乾球温度 27℃未満を満足するサービスを提供すること。 

     イ 教育環境に相応しい快適な温熱環境を提供すること。 

     ウ トップランナー機器の採用等を行い、消費エネルギーを削減するとともに、運用

にかかる費用の負担軽減や環境負荷の低減に貢献すること。 

     エ 操作性、維持管理性、更新性の高い設備を採用すること。 

     オ 対象施設及び対象施設近隣への影響（騒音・臭気、振動等）に配慮すること。 

     カ 耐久性の高い設備を採用すること。 

     キ 既存建築物との調和に留意し、既存建築物への影響（騒音、振動、温風、臭気等

の発生等））を低減するよう配慮するほか、景観等にも配慮すること。特に、住宅

等に隣接する場所に室外機等を設置する場合は、防音設備を設置する等、特段の

配慮を行うこと。 

     ク 室内の二酸化炭素濃度、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物濃度については、

学校環境衛生基準に照らし、適切な環境の維持に努めること。 

     ケ 小中学校において学校関係者以外が使用する時には、機器使用料（光熱水費相当

分）を有償で収納することを想定しているため、機器の運転についてはキャッシ

ュレスの収納機器を導入すること。（収納先は市とする。） 

     コ スポーツセンター武道館について、リモコンは各施設の他にスポーツセンター総

合体育館１階管理室にも設置すること。 

 

 6.2. 冷房機器設備 

  6.2.1. 一般事項 

     ア 空調設備は冷暖房切替型を採用すること。なお、主なエネルギー源は事業者の提

案とするが、臭気低減仕様とすること。 
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     イ 冷媒はオゾン層破壊係数ゼロのものを使用すること。 

     ウ 市が貸与する設計図書等の資料は参考とし、その内容を市が保証するものではな

い。事業者は貸与資料を参考に、敷地、既存建築物の特性、更新、維持管理のしや

すさ、運営等に十分配慮し、より具体的な検討を行い、市及び対象施設との協議

を行うこと。 

     エ 設備機器の固定等は、建築設備耐震設計・施工指針（独立行政法人建築研究所監

修）の最新版に準拠すること。 

     オ 屋外の配管支持材は、ステンレス鋼製とすること。 

     カ 空調設備の燃費は、対象施設別に検証し、提案基準燃費を超えないこと。 

     キ 空調設備の運転に使用したエネルギー量が測定できるメーター等を設置すること。 

     ク 空調設備を選定する際に行う熱負荷計算は、建築設備設計基準（国土交通省）の

最新版及び下記による。 

     ケ 熱負荷計算は、夏季の冷房時の条件のみで行うものとし、外気負荷を適切に加算

すること。（外気負荷を低減する対策工事を実施する場合は、外気負荷を低減でき

るものとする。） 

     コ 屋外露出配管は厚鋼電線管（溶融亜鉛メッキを施したもの）による金属管配線と

する。 

     サ 屋内露出配線は、金属管配線又は金属線ぴ配管とする。金属管には塗装を施すこ

と。 

     ㇱ 室外機置場が体育館から離れた場所となる場合、相互間を横断する配管、配線は

原則地中管路とする。やむえない場合には、市及び対象施設と他の方法を協議す

ること。 

     ス プルボックスの仕様は、屋内は鋼板製に塗装を施し、屋外はステンレス鋼板製と

すること。 

     セ 漏電遮断器の負荷に対する専用の接地を施すこと。 

     ソ 本事業による整備分は、既存設備との区別を明確にするために、色分シール等を

堅固に取り付け、標示すること。特に、配管等を含めた共用設備について、既存

設備分と本事業による整備分が明確に区分できるよう配慮すること。 

     タ 空調設備の設置に伴い、既存照明器具の撤去が必要になった場合は、安定器のＰ

ＣＢ含有調査を行い、ＰＣＢ不含有を確認してから適正に処分すること。ＰＣＢ含

有が確認された場合は、速やかに市へ報告し当該安定器を市に引き渡すこと。 

 

6.2.2. その他事項 

（1）空調設備等及び非常用設備の形式 

 小学校及び中学校の非常用設備については、台風等により停電した場合にも最低限ト

イレの天井照明の点灯やコンセント（２ヵ所以上）からのスマートフォン充電等が可能と

すること。さらに、大規模災害（電気・都市ガスともに停止した場合）についても、空調

設備の対策（設備の転倒等や落下防止、配線・配管の対策）や熱源供給方式等の考え方の

整理や提案を行うこと。（「実施方針」の別添資料 4 を参考にすること。） 
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☆屋外条件及び室内条件（いずれも冷房のみ） （参考）  

 屋 外 室 内 

ＤＢ ＲＨ ｈ ｘ ＤＢ ＲＨ ｈ ｘ 

【℃】 【％】 【kJ/kg(DA)】 【kg/kg(DA)】 【℃】 【％】 【kJ/kg(DA)】 【kg/kg(DA)】 

夏

季 

9 時 31.7 65.0 81.3 0.0193 

26.0 50.0 52.9 0.0105 
12 時 34.9 53.1 83.5 0.0189 

14 時 35.7 49.2 82.8 0.0183 

16 時 35.2 50.1 81.8 0.0181 

 出典：建築設備設計基準（国土交通省、Ｒ3 年版）準拠 

表中のＤＢは乾球温度、ＲＨは相対湿度、ｈは比エンタルピー、ｘは絶対湿度を示す。 

 

  ・空調環境の提供する範囲は、体育館アリーナ部分の床上 3ｍの高さまでの空間とする。熱負

荷計算においては、床上 3ｍにほぼ厚さの無い仮想のガラス板の天井があると想定し、床

上 3ｍより上部は外気と同等の条件とする。 

  ・外壁や扉等は、一般的な学校体育館の仕様を設定している。外壁は普通コンクリート、扉

は鉄板、窓はアルミニウム、内壁は部分に応じて普通コンクリートと石こう板、ラスボー

ド、体育館アリーナ玄関間には、ほぼ厚さのない仮想のガラス板があるものと想定する。 

 

  6.2.3. 室外機 

     ア 室外機は、配置計画も含み、費用対効果が高く、効率の良い機種とし、系統等に

ついては対象施設の方位等を考慮し、効率の良い計画とすること。 

     イ 原則、地上置きとする。 

     ウ 室外機は、重量が建築物の床版の積載荷重を大幅に超えるため、室外機等を建築

物に設置することは原則不可とする。 

     エ 設置スペースを小さくするなどして、極力、学校環境に影響を及ぼさないよう留

意すること。 

     オ 高調波対策を実施すること。 

     カ 使用する室外機等が、騒音規制法等の特定施設に該当しない場合にあっても、そ

の騒音値が学校の敷地境界線上にて当該地域に係る規制基準値を超える場合には、

防音壁等を設置し、当該規制値を遵守すること。また、やむを得ず法面や擁壁の

上部に設置する場合は、当該法面や擁壁から隔離をとる等、適切に計画すること。 

     キ いたずらやボール等での破損を避けるため、周囲にフェンスを設ける等の安全対

策をすること。フェンスは球技による機器の損傷を防ぐことができる仕様とし、

メンテナンスのために扉や取り外しの可能なものとする。 

     ク 既設設備（倉庫、マンホール等）、樹木などが干渉する場合、事前に市及び対象施

設と協議のうえ、撤去又は移設などを行い適切に処置すること。なお、当該工事

に伴い、発生する費用は原則として事業者負担とする。 

     ケ 対象施設の利用状況に合わせ、最もランニングコストの有利な効率的な室外機の

系統分けとすること。 
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     コ 室外機は災害時等の停電時でも起動可能なものとする。停電時には複数台の室外

機が連携して発電し、単相 100V 3ｋVA 以上の電力を屋内運動場の特定負荷へ供

給できるものとする。その際、特定負荷の「商用と発電」の切り替えは MC-DT

等、自動で行うものとする。ここで特定負荷とは、照明回路 2 回路、コンセント

回路 1 回路、照明制御電源 1 回路の計 4 回路を標準とする。なお、既設分電盤の

改修等必要な工事は事業者負担で実施すること。 

     サ 室外機置場は、台風や豪雨等の災害時の浸水等について、本市ハザードマップ等

を活用し、敷地内の配置や設置高さの配慮を行うものとする。 

 

  6.2.4. 室内機 

     ア 小中学校において室内機は原則として天井吊形または、壁掛け形とすること。ま

た、スポーツセンター武道館については原則として壁掛け形とすること。      

イ 室内機は対象体育館内の気流や温度分布に十分配慮した台数を適切な位置に設置

すること。 

     ウ 照明、火災報知器などが干渉する場合、事前に市及び対象施設と協議し、移設な

どを行い適切に処置すること。なお、当該移設等に要する費用は原則として事業

者負担とする。 

     エ 建築設備耐震設計・施工指針に基づき、室内機の振れ止め対策を行う等適切に施

工すること。 

     オ 吊りボルトによる固定を行う場合で振れ止め金具を使用するときは、脱落を防止

する仕様とすること。 

     カ サッシの改修を行う場合は、室内の採光、自然換気に必要な開口部の面積を確保

すること。 

     キ 全ての室内機に保護ガードを設置すること。保護ガードは球技による機器の損傷

を防ぐことができる仕様とすること。 

      

 6.3. 配管設備 

  6.3.1. 冷媒管 

     ア 経済的に留意し、最良のルートを選択し配管すること。 

     イ 通常、児童生徒の手の届かない位置に配管すること。 

     ウ 避難導線等に干渉しない位置に配管すること。 

     エ 既設構造体の貫通は禁止する。 

     オ 配管のため窓ガラスをアルミパネルに変更する場合、採光と換気に留意すること。 

     カ 屋内露出の配管は、球技による損傷を防ぐために保護ガードを設ける等の措置を

必要に応じて講じること。また、屋外配管は SD などにして保護すること。 

     キ 既設カーテン等が冷媒管により全開できない状態となる場合は、当該箇所に開閉

可能なカーテン等を設置すること。 
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  6.3.2. ドレン管 

     ア 屋内ドレン管は、球技による損傷を防ぐために保護ガードを設ける等の措置を必

要に応じて講じること。 

 

 6.4. 自動制御設備 

  6.4.1. 空調リモコン 

     ア 壁付けワイヤード型とすること。 

     イ 原則、各対象施設の玄関の壁面に設置とするが、設置位置は市及び対象施設と協

議のうえ決定すること。 

     ウ 室外機系統ごとに、運転、停止、設定温度、風量、タイマー設定が行えるものと

する等、適切に計画すること。 

     エ 空調設備供用開始日における各種設定については、事前に市及び対象施設と協議

すること。 

     オ 有償使用をすること場合も想定しているので、キャッシュレス対応での起動を行

えるようシステムの導入を提案すること。 

     カ スポーツセンター武道館については各対象施設の他に、スポーツセンター総合体

育館１階管理室からも操作できるように、リモコンを別途設置すること。 

 

  6.4.2. その他 

     ア エネルギー消費量、室外機、室内機ごとの運転時間、室内温度を計測するなど維

持管理業務を効率的かつ効果的に実施するために、遠隔監視用アダプタ等の制御

設備を導入することも可能である。 

     イ 供給開始後に、本事業による電力消費が原因で、受電容量が不足する事態が生じ

た場合、事業者の費用負担にて速やかに受電設備の改善工事を行うこと。 

 

 6.5. エネルギー供給設備 

     ア 空調設備の運転に必要となるエネルギーは、電気又は都市ガス、LP ガスとする。 

     イ エネルギ−供給設備は、必要に応じて機器等の改修を実施すること。なお、当該

工事に伴い、一時的に機能が停止する場合、事前に市及び対象施設と協議し、必

要に応じて代替措置を講じること。 

 

7. 提出書類 

  業務範囲において、他業務と類似した書類を作成する場合は、統一した様式にて作成し、提

出すること。また、対象施設ごとに作成する書類・図書等についても、同一書類は統一した様

式にて作成し、提出すること。なお、様式については、事前に市と協議すること。また、以下に

記載の有無に関わらず本事業に必要と市が判断する書類等については作成のうえ、提出するこ

と。 
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 7.1. 事業計画書等 

  7.1.1. 事業計画書 

  契約締結後速やかに、以下に記載する内容を本事業全体の事業計画書として作成し、市に提

出して確認すること。 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

総括責任者の通知書（1.3.1） 1 A4 〇 −  

着手届 1 指定 〇 −  

事業計画書（1.5） 

 本事業全体の事業スケジュール 

 本事業全体の組織計画 

 連絡体制等 

 各施設への説明資料 

1 任意 〇 〇  

対象施設別工事金額一覧表 1 A4 〇 〇  

 

7.1.2. セルフモニタリング計画書 

  契約締結後速やかに、以下に記載する内容をセルフモニタリング計画書として作成し、市に

提出して確認を得ること。 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

セルフモニタリング計画書（1.3.2） 

 セルフモニタリング項目 

 判断基準 

 実施方法 

 実施時期等 

1 A4 〇 〇  

 

  7.1.3. 設計業務に係る計画書 

  設計業務着手前に、以下の記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

設計責任者の通知書（2.2） 

 （管理技術者の通知を兼ねるものとする） 
1 A4 〇 −  

設計担当者の通知書（2.2） 1 A4 〇 −  

設計業務計画書 

 業務方針書 

 業務工程表 

 業務組織計画書(担当技術者名簿、業務分担

表、経歴書を含む) 

1 任意 〇 〇  
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 使用する主な図書及び基準 

 連絡体制等 

現地調査計画書（2.3.2） 1 任意 〇 〇 

対象施設ごと 着手届 1 指定 〇 − 

提出状況・要求性能確認書（2.3.1） 1 任意 〇 〇 

 

  7.1.4 施工業務に係る計画書 

  施工業務着手前に、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

施工責任者の通知書（3.2） 1 A4 〇 −  

施工担当者の通知書（3.2） 1 A4 〇 −  

施工業務計画書（3.3.1.（1）ク） 

 業務方針書 

 業務工程表 

 業務組織計画書(担当技術者名簿、業務分担

表、経歴書を含む) 

 現場防災マニュアル（緊急連絡先含む） 

 連絡体制等 

 再生資源の利用促進と建設副産物の適

正処理方法 

1 任意 〇 〇  

施工計画書（3.3.2.（1）） 

 仮設計画書 

 建設廃棄物処分計画書 

 使用資機材一覧表 

 搬出入計画書 

 その他工事計画書 

1 任意 〇 〇 対象施設ごと 

市内業者発注等計画書 1 任意 〇 〇  

資材製造所選定等通知書 1 A4 〇 − 

対象施設ごと 

施工体制台帳の写し ※1 1 A3 〇 − 

施工体系図の写し ※1 1 A3 〇 − 

下請通知書の写し ※1 1 A3 〇 − 

建設工事保険証書の写し ※1 1 A4 〇 − 

労災保険加入証明書の写し ※1 1 A4 〇 −  

建設業退職金共済証紙購入状況報告書の

写し  ※1 
1 A4 〇 −  

コリンズ関連資料 1 A4 〇 −  

着手届 1 指定 〇  対象施設ごと 

提出状況・要求性能確認書 1 任意 〇 〇  
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 ※1 施工業務を受託する企業より提出される、施工体制台帳等の写しを市に提出すること。ま

た、施工台帳を更新した場合は、適宜、当該資料の写しを市に提出すること。 

  

   ア 施工業務計画書 

    ・施工業務着手前に施工業務計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。なお、市

の確認を得た後、速やかに施工担当者から対象施設に提出し、施工業務計画書の説明

をすること。 

   イ 施工計画書 

    ・当該工事の着手前に施工計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。 

   ウ 市内業者発注等計画書 

・当該工事の着手前に事業者から直接施工業務を受託する企業及び下請業者に含まれる

全ての市内業者に関して、予定している発注・請負金額等を明記した市内業者発注等

計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。 

   エ 資材製造所選定等通知書 

    ・使用する主要資材について、当該資材の調達前に資材製造所選定等通知書を作成し、

市に提出して確認を得ること。 

    ・資材製造所選定等通知書の提出、市による確認を得た後、使用する主要資材について、

当該資材の調達前に納入仕様書を作成し、市に提出して確認を得ること。 

   オ 着手届 

    ・施工業務着手前に着手届を作成し、市に提出して確認を得ること。 

 

  7.1.5. 工事監理業務に係る計画書等 

  工事監理業務着手前に、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得るこ

と。 

 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

工事監理責任者の通知書（4.2） 1 A4 〇 −  

工事監理者の通知書（4.2） 1 A4 〇 −  

工事監理業務計画書（4.3.1） 

 業務方針書 

 業務工程表 

 業務組織計画書(担当技術者名簿、業務分担

表、経歴書を含む) 

 使用する主な図書及び基準 

 連絡体制等 

1 任意 〇 〇  

提出状況・要求性能確認書 1 任意 〇 〇  

   ア 工事監理業務計画書 

    ・工事監理業務着手前に工事監理業務計画書を作成し、市に提出して確認を得ること。 
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  7.1.6. 維持管理業務に係る計画書等 

  意地管理業務着手前に、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得るこ

と。 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

維持管理責任者の通知書（5.2） 1 A4 〇 −  

維持管理担当者の通知書（5.2） 1 A4 〇 −  

維持管理業務計画書（5.3.2.（1）） 

 業務方針書 

 業務工程表 

 業務組織計画書(担当技術者名簿、業務分担

表、経歴書を含む) 

 業務実施手順書 

 業務実施基準 

 業務実施結果の記録方法 

 各種帳票、様式集 

 連絡体制等 

1 任意 〇 〇  

提出状況・要求性能確認書 
1 任意 〇 〇 

対象施設ご

と 

  ア 維持管理業務計画書 

   ・維持管理業務期間開始の 1 か月前までに、市に提出して確認を得ること。なお、維持管

理業務期間中に維持管理業務計画書の内容を変更する場合は、事前に市と協議すること。 

  

 7.2. 報告書 

  7.2.1. 設計業務に係る報告書等 

  設計業務中及び設計業務完了後、以下に記載する書類・図書を作成し、市に提出して確認を

得ること。 

【設計業務前】 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

現地調査報告書 
1 任意 〇 〇 

対象施設ご

と 

 

【設計業務中】 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

打合せ議事録（2.3.1.（1）） 1 A4 〇 〇  

提出状況・要求性能確認書（2.3.1.（1）） 1 任意 〇 〇 対象施設ご
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と 

【設計業務完了後】 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

業務完了届 1 任意 〇 − 

対象施設ご

と 

設計計算書 

 熱負荷計算書 

 機器選定書 

 幹線サイズ計算書等 

1 任意 〇 〇 

設計図 

1 

A3 

二つ折

製本 

〇 〇 

積算書 

 工事積算数量算出書 

 工事積算数量調書 

 見積検討資料等 

1 任意 〇 〇 

関係官庁届出書類 1 A4 〇 〇 

設計概要説明書 1 任意 〇 〇 

設計業務の受託企業による自主検査記録 1 任意 〇 〇 

事業者による完了検査記録 1 任意 〇 〇 

市による完了確認検査記録 1 任意 〇 〇 

提出状況・要求性能確認書 1 任意 〇 〇 

  ア 設計計算書 

   ・本事業対象施設ごとに、熱負荷計算書、機器選定書、幹線サイズ計算書等の必要な設計

計算書を作成し、市に提出して承認を得ること。 

  イ 設計図 

   ・対象施設ごとに空調設備設計図、電気設備設計図を作成し、市に提出して承認を得るこ

と。なお、報告媒体種別の電子データは CAD データとし、変換ソフトを使用して JW-

CAD で正常に解読できることを確認後、提出すること。また変換前データも提出のこと。 

   ・市は必要に応じて設計変更を指示することができる。なお、設計変更に関する費用負担

区分の詳細については、事業契約書において示す。 

   ・設計に関する著作権は市に帰属する。 

  ウ 積算書 

   ・本事業対象施設ごとに、工事積算数量算出書、工事積算数量調書、見積検討資料等の必

要な積算書を作成し、市に提出して確認を得ること。 

 

  7.2.2. 施工業務に係る報告書等 

施工業務中及び施工業務完了後、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認

を得ること。 
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【施工業務中】 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

納入仕様書 1 A4 〇 〇 

対象施設ご

と 

空調設備施工図 1 A3 〇 〇 

電気設備施工図 1 A3 〇 〇 

月次報告書 

（工事日報、工事写真、実施工程表、打合

せ議事録等） 

1 A4 〇 〇 

提出状況・要求性能確認書 1 任意 〇 〇 

 

【空調設備供用開始前】 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

機器完成図書 

 完成届 

 機器完成図  

 機器性能試験報告書 

 各種保証書 

 納入業者一覧表等 

1 A4 〇 〇 

対象施設ごと 
試運転調整記録（3.3.1.（6）） 1 任意 〇 〇 

隣地境界における騒音測定記録 1 A4 〇 〇 

空調設備運用マニュアル（3.3.1.（7）） 1 A4 〇 〇 

事業者による供用開始前検査記録 1 任意 〇 〇 

空調設備使用に関する取り決め書 1 A4 〇 〇 

提出状況・要求性能確認書 1 任意 〇 〇 

 

【施工業務完了時】 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

完成図（空調設備・電気設備） 

（配置図等も含む） 1 

A3 

二つ折

製本 

〇 〇 対象施設ごと 

市内業者発注等実績報告書 1 任意 〇 〇  

工事写真（着手前写真、施工写真、完成写

真） 
1 A4 〇 〇 

対象施設ごと 

産業廃棄物管理表（マニュフェスト）の写 1 A4 〇 − 
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し 

付属品（付属品リスト含む） 1 A4 〇 〇 

建設業退職金共済書紙購入状況報告書の

写し 
1 A4 〇 −  

コリンズ関連資料 1 任意 〇 −  

諸官庁届出書類（検査記録等含む）の写し 1 A4 〇 〇 

対象施設ご

と 

施工業務の受託企業による自主検査記録 1 任意 〇 〇 

事業者による完成検査記録 1 任意 〇 〇 

市による引渡し検査記録 1 任意 〇 〇 

工事完成通知書 1 A4 〇 − 

提出状況・要求性能確認書 1 任意 〇 〇 

引渡書 1 任意 〇 − 

  ア 空調設備・電気設備施工図 

   ・施工業務着手前に対象施設ごとに空調設備施工図、電気設備施工図を作成し、市に提出

して確認を得ること。 

  イ 月次報告書 

   ・工事期間中、対象施設ごとに工事日報、工事写真、実施工程表、打合せ議事録等を纏め

た月次報告書を作成し、市に報告すること。 

  ウ 機器完成図書 

   ・空調設備供用開始にあたり、機器完成図、機器性能試験報告書、機器取扱説明書、各種

保証書、機器納入業者一覧表等を纏めた機器完成図書を作成し、市に提出して確認を得

ること。 

  エ 完成図（空調設備・電気設備） 

   ・施工業務完了図に空調設備施工図、電気設備施工図に基づき、対象施設ごとに完成図を

作成し、市に提出して確認を得ること。なお、完成図の構成及び報告媒体は原則、設計

図に準拠することとし、必要に応じて施工図で作成した図面等を含めること。 

  オ 市内業者発注等実績報告書 

   ・施工業務完了時に市内業者発注等計画書に基づき、全ての市内業者に関する発注・請負

金額等の実績を明記した市内業者発注等実績報告書を作成し、市に報告すること。 

  カ 工事写真 

   ・工事写真は、工事を行う箇所（対象体育館、主要機器類の設置場所等）について、施工

前、施工中、施工後を提出すること。また完成後に外部から確認できない主要な部分（天

井内隠蔽部、土中埋設部等）についても同様に提出すること。 

  キ 起債申請用の工事写真として、対象施設ごとの写真帳（A4 判・両面印刷）及び JPG 形

式のデ−タ一式（CD 又は DVD）を提出すること。 

  ク 付属品（付属品リストを含む） 

   ・施工業務完了時に付属品を対象施設に納品すること。また、納品する付属品について、

付属品リストを作成し、市及び対象施設に提出すること。なお、付属品の納品場所につ

いては、事前に対象施設と協議すること。 
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  ケ 工事完成通知書 

   ・各種検査の完了後、工事完成通知書を作成し、市に提出すること。 

 

  7.2.3. 工事監理業務に係る報告書等 

     工事監理業務中及び工事監理業務完了後、以下に記載する書類・図書等を作成し、市

に提出して確認を得ること。 

  【工事監理業務中】 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

月次報告書（工事監理日報、打合せ議事録

等） 
1 A4 〇 〇 対象施設ご

と 
提出状況・要求性能確認書 1 任意 〇 〇 

 

 【工事監理業務完了時】 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

工事監理業務の受託企業による監理者検

査記録 
1 任意 〇 〇 対象施設ご

と 
提出状況・要求性能確認書 1 任意 〇 〇 

業務完了届 1 任意 〇 −  

  ア 月次報告書 

   ・工事監理業務期間中に対象施設ごとに、工事監理日報、打合せ議事録等を纏めた月次報

告書を作成し、市に報告すること。 

 

  7.2.4. 維持管理業務に係る報告書等 

    維持管理業務中、以下に記載する書類・図書等を作成し、市に提出して確認を得ること。 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

年間業務確認書 1 任意 〇 〇 

対象施設ご

と 

半期業務報告書（夏季・冬季） 1 任意 〇 〇 

保守点検報告書 1 任意 〇 〇 

不具合調査報告書 1 任意 〇 〇 

不具合改善報告書 1 任意 〇 〇 

提出状況・要求性能確認書 1 任意 〇 〇 

  ア 年間業務計画書 

   ・事業年度ごとの維持管理業務開始の 1 か月前までに、対象施設ごとに年間業務計画書と

して作成し、市に提出して確認を得ること。 

  イ 半期業務報告書（夏季・冬季） 
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   ・維持管理業務期間中、対象施設ごとに以下に記載する内容を半期業務報告書として作成

し、夏季管理業務報告書は 10 月 10 日、冬季の業務報告書は 4 月 10 日までに市に提出

して確認を得ること。なお、下記の①から③の計測記録は月ごとの消費量等をまとめた

ものとするが、市から特定に日時の計測記録の提出の要求があった場合には提出するこ

と。 

   ①対象施設別の夏季・冬季のエネルギ−消費量（空調運転に係る消費分）の計測記録 

   ②対象施設別の室内機別の運転時間の計測記録 

   ③対象施設別の室内機別の室内温度の記録 

   ④セルフモニタリング結果報告 

   ａセルフモニタリングの結果、改善工事が必要であると判断した場合は、改善方法等を検

討し、改善方法や改善工事の実施日等について、市及び対象施設と協議し、確認を得る

こと。 

   ｂ上記のセルフモニタリング結果報告に基づき、改善工事を実施した場合は、改善報告を

作成し、市に提出して確認を得ること。 

  ウ 保守点検報告書 

   ・維持管理業務期間中、対象施設ごとに業務工程表に定める時期に、以下に記載する内容 

の保守点検を実施し、保守点検報告書として作成し、半期業務報告書とあわせて市に提 

出すること。なお、保守点検の実施日は、事前に市及び対象施設と協議し、市または対 

象施設が要望する日程で実施すること。 

     ①フィルター清掃（交換）実施記録 

     ②メーカーが定める定期点検実施記録 

     ③改正フロン法に基づく定期点検及び簡易点検実施記録 

     ④その他、必要に応じて実施した保守点検実施記録 

  エ 不具合調査報告書 

   ・維持管理業務期間中、市及び対象施設から空調設備使用に起因する、使用環境に関す 

る苦情（運転不良、騒音、温熱環境不良等及び機器の故障等による不具合発生の連絡 

があった際は、速やかに原因を調査すること。また、要求水準未達が発生した場合も 

同様に、速やかに原因を調査すること。なお、調査の実施日は、事前に市及び対象施 

設と協議し、市または対象施設が要望する日程で実施すること。 

   ・調査した結果、機器の故障等がなく、正常に運転していることが確認できた場合は、そ 

の旨を調査報告書として作成し、速やかに市及び対象施設に提出すること。 

   ・調査した結果、機器の故障等による不具合が確認できた場合は、その原因と改善方法等 

を調査報告書として作成し、速やかに市及び対象施設に提出し、改善方法や改善工事の 

実施日等について、市及び対象施設と協議し、確認を得ること。 

  オ 不具合改善報告書 

   ・改善完了後速やかに改善報告書を作成し、市に提出して確認を得ること。 
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【維持管理業務期間 完了前】 

 部数 体裁 
媒体種別 

備考 
紙 電子 

業務完了届 
1 任意 〇 − 

対象施設ご

と 

状況報告書 1 任意 〇 〇  

各種図面・機器台帳・修繕履歴等一式 1 任意 〇 〇  

維持管理に必要な機器等の取扱説明を含

めたマニュアル一式 
1 任意 〇 〇  

維持管理・修繕計画（事業終了 3 年前まで

に提出） 
1 任意 〇 〇  

保管部品リスト 1 任意 〇 〇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


